
労災保険の業種区分に係る検討会 開催要綱 

 

１．検討会の趣旨・目的 

労災保険制度の適用事業場数は 279万事業場、適用労働者数は 5,748万人となって

いる。保険料率たる労災保険率は、適用事業場を 54に区分した事業の種類（以下「業

種」という。）ごとに、それぞれ災害率等に応じて設定し、３年毎に改定している。 

業種区分は、産業構造や労働災害発生状況等の変化を勘案して随時見直しており、

最近では平成 18年度労災保険率改定において「その他の各種事業」から「通信業、放

送業、新聞業又は出版業」、「卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業」、「金融業、保険業

又は不動産業」を分割し、平成 27年度労災保険率改定においては「たばこ等製造業」

を「食料品製造業」に統合している。 

労災保険制度には、事業主の保険料負担の公平性を確保するとともに、労働災害防

止インセンティブを有効に機能させる仕組みとして、財政方式やメリット制が設けら

れているが、業種別労災保険率設定も同様の機能を果たすものである。現在の業種区

分の中には「その他の各種事業」のように、事業場数が 92万事業場、労働者数が 2,100

万人と、全体の３割以上を占める大きな保険集団も存在しており、その観点から、業

種区分の検討が必要と考えられる。 

そこで平成 33年度の労災保険率改定に向けて、業種区分の見直し案を作成すること

を目的として、社会保障、保険数理等の外部有識者による検討会を開催する。 

 

２．検討会の検討課題 

（１）「その他の各種事業」における業種の区分について 

（２）その他 

 

３．検討会の運営 

（１）本検討会は、厚生労働省大臣官房審議官（労災、賃金担当）が別紙の学識経験

者及び実務経験者の参集を求めて開催する。 

（２）本検討会には座長を置き、参集者の互選により選出する。 

（３）本検討会においては、必要に応じ、別紙の参集者以外の学識経験者及び実務経

験者等の出席を求めることができる。 

（４）本検討会の議事については、別に本検討会において申し合わせた場合を除き、

公開とする。 

（５）本要綱に定めるもののほか、本検討会の運営に関し必要な事項は、本検討会に

おいて定める。 

（６）本検討会の庶務は、厚生労働省労働基準局労災管理課において行う。  
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